
令和 8年度長崎県強度行動障害支援者養成研修（基礎・実践）開催要項 

 

1.目的 

 行動障害を有する者のうち、生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すいわゆる「強

度行動障害」を有する者は、自傷、他害行為など、危険を伴う行動を頻回に示すことなど

により、日常生活に困難が生じているため、現状では、事業所での受け入れが困難であっ

たり、不必要な身体拘束や行動制限などの虐待につながる可能性も懸念されているところ

である。一方、障害特性の理解に基づく適切な支援を行うことにより、強度行動障害が低

減し、安定した日常生活を送ることが知られている。 

 このため、強度行動障害を有する者に対し、適切な支援を行う職員の人材育成を目的と

する強度行動障害支援者養成研修（基礎・実践研修）を実施する。 

  

2.研修事業の名称 

 令和 8年度長崎県強度行動障害支援者養成研修（基礎・実践研修） 

 

3.実施方法 

 オンラインによる web研修(Zoom)を活用した、講義及びグループワーク 等 

 研修修了後、理解度、習得度を図るための振り返りを行います。 

 

4.研修期間・日程 

実施する研修 開催日程※別日に 1時間程度の事前動作確認を行います 

強度行動障害支援者養成研

修（基礎研修） 

前期 8月 18日（火）～8月 19日（水） 

後期 9月 15日（火）～9月 16日（水） 

強度行動障害支援者養成研

修（実践研修） 

前期 8月 25日（火）～8月 26日（水） 

後期 9月 29日（火）～9月 30日（水） 

 

5. 受講対象者 

 ・PC(カメラ付)、イヤホン、安定したネット環境の準備ができる者 

・障害福祉サービス事業所等において、知的障害、精神障害のある児者を支援対象にし 

 た業務に従事している者、もしくは今後従事する予定のある者 

・【実践研修】に関しては、【基礎研修】修了者に限る 

 

6.受講定員 

【基礎研修】50名程度×2回 

【実践研修】50名程度×2回 

 



7.研修内容 

 別添カリキュラムのとおり 

 

8.研修修了の認定方法 

①基礎研修修了証書の交付：令和 8 年度において長崎県知事が指定する基礎研修プログ

ラムを受講すること 

②実践研修修了証書の交付：令和 8 年度において長崎県知事が指定する実践研修プログ

ラムを受講すること 

※基礎・実践ともに、オンライン上の研修期間中における遅刻・早退・欠席・中抜け・

につきましては欠席の扱いとみなし「修了証書」の交付ができませんのでご注意願い

ます。なお、修了証書については後日郵送いたします。 

 

9.受講料 

 基礎研修：18,000円（テキスト代含む） 

実践研修：20,000円（テキスト代含む） 

※テキストは「行動障害のある人の「暮らし」を支える」（特定非営利活動法人 全国地

域生活支援ネットワーク発行）を使用します。（基礎研修、実践研修共通） 

 

10.受講申込 

(1) 申込方法 

受講申込書に必要事項をご記入のうえ、期日までに法人ホームページの申込フォームよ

りお申し込みください。 

(2) お問合せ先 

社会福祉法人 南高愛隣会 法人本部 TEL：0957(24)3600 

 

11.申込期限及び受講決定について 

申込期限：令和 8年 6月 28日（日） 

  ※受講の決定について、受講の可否を郵送で通知いたします。受講の可否通知が届か

ない場合は、お問い合わせください。 

  ※受講決定後の入金締め切りまでに入金確認後、正式に受講決定となります。原則、

キャンセル等による受講料の返金は致しかねますので、ご了承ください。 

※なお受講希望者が多数の場合、受講者数を調整（原則、先着順）させていただく場

合がございますので、あらかじめご了承ください。 

 

12.その他 

 ・研修当日の出席確認は webカメラを用いて、出席扱いとします 


